
鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター多機能実証ラボの使用に関す

る要項 

令和４年４月１日 

南九州・南西諸島域イノベーションセンター長裁定 

 

(趣旨) 

第１ この要項は、鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター組織規則(令

和４年規則第 11 号)第 12 条第２項の規定に基づき、鹿児島大学南九州・南西諸島域

イノベーションセンター(以下「センター」という。)に設置する多機能実証ラボ(以

下「多機能実証ラボ」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。 

(施設の使用目的) 

第２ 多機能実証ラボは、地域の産学官連携活動の中核的拠点として、発掘・収集・集

約された地域課題の研究テーマ化に向けた学内外関係者との協議のほか、地域企業と

の研究開発機会の拡大及び研究成果の可視化(試作・プロトタイピング)による事業化

支援の充実、研究成果の試作機会の確保、その他研究成果の情報発信等を行う。 

(管理運営) 

第３ 多機能実証ラボの管理運営責任者は、南九州・南西諸島域イノベーションセンタ

ー長(以下「センター長」という。)とする。 

 (使用者の範囲) 

第４ 多機能実証ラボの使用者の範囲は、第２に掲げる使用目的を達成するために使用

するものとし、次に掲げるとおりとする。 

 (1) センターの教職員  

 (2) 鹿児島大学の教職員(第 1号を除く。)  

 (3) 前２号のほか、センター長が特に使用を認めた者 

(使用時間及び休館日) 

第５ 多機能実証ラボの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 使用時間 

午前９時から午後５時まで 

 (2) 休館日 

  ア 日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

  ウ 12月 28日から翌年１月３日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認める場合は、臨時に使用時間

又は休館日を変更することができる。 

(使用施設名及び物品等) 

第６ 多機能実証ラボの施設名及び物品等は、別表１及び別表２のとおりとする。 

(使用手続) 

第７ 第４第２号及び第３号に掲げる者の多機能実証ラボの使用については、使用予定

日の６ヶ月前から 10 日前までに、所定の様式によりセンター長に申し出て、許可を

受けなければならない。 



(使用料) 

第８ 第４第３号に規定する使用者は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成

16 年４月１日規則第第 77号)により定められた使用料を納入しなければならない。 

２ 既納の使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成 21

年４月１日学長裁定)第８条第２項の規定によるものとする。 

(使用許可の取消等) 

第９ センター長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用

を中止させることができる。 

(1) 使用者が使用料を納付しないとき。 

(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき、又は虚偽の申請をしたとき。 

２ 前項の措置により、使用者にいかなる損害が生じても、センターは、その責を負わ  

ない。 

(原状回復) 

第 10 使用者は、使用が終了したとき、第９の規定により使用許可を取り消されたと

き、又は使用の中止命令を受けたときは、施設等をセンター職員の立会いのもとに直

ちに原状に回復しなければならない。 

(遵守事項) 

第 11 多機能実証ラボの使用にあたっては、本要項のほか、別に定める事項を遵守し、

適正に使用しなければならない。 

(損害賠償) 

第 12 使用者が、故意又は過失により、施設、設備又は物品等を損傷し、又は滅失した

場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 (その他) 

第 13 この要項に定めるもののほか、多機能実証ラボの使用に関し必要な事項は、セ

ンター長が別に定める。 

附 則 

１ この要項は、令和４年４月１日から実施する。 

２ 鹿児島大学産学・地域共創センター多機能実証ラボの使用に関する要項(令和２年 10月

27日産学・地域共創センター長裁定)は、廃止する。 

別表１ 施設名(第６関係) 

施

設

番

号 

施設名 標準席数 面積(㎡) 使用条件 備考 

１ セミナー室 84 160 なし 飲食不可 

２ ミーティングルーム A 12 19 なし 飲食不可 

３ ミーティングルーム B 6 13 なし 飲食不可 

４ 多目的スペース 24 88 なし 飲食可 

５ キッチンスタジオ − − なし 飲食可 

６ プロジェクト実験室 − 22 なし 飲食不可 

別表２ 物品等(第６関係) 



施設

番号 
施設名 物品等名 数量 備考 

１ セミナー室 プロジェクター，スクリーン 1式 固定 

DVD/Blu-ray Disc.プレーヤー 1台 固定 

音響設備(ワイヤレスマイク４，有

線マイク１) 
1式 固定 

オンライン会議機材（デスクトップ

PC、Webカメラ、スピーカーフォン、

三脚等） 

一式 固定 

２ ミーティングルーム A 50inch モニタ １式 固定 

３ ミーティングルーム B 50inch モニタ １式 固定 

４ 多目的スペース プロジェクター 1台 固定 

DVD，VHSプレーヤー 1台 固定 

音響設備(ワイヤレスマイク２) 1式 固定 

５ キッチンスタジオ キッチン(シンク，IH ヒーター，食

洗機) 
１式 固定 

冷凍冷蔵庫 １台 固定 

電子レンジ(ウォーターオーブン) １台 固定 

ハイスピードミル １台 移動可 

ホールジューサー １台 移動可 

ホットプレート ２台 移動可 

IH圧力炊飯器 １台 移動可 

電気ポット ２台 移動可 

カセットコンロ ４台 移動可 

食器(小皿，小碗，グラス等) １式 移動可 

調理器具(鍋，フライパン，包丁，ま

な板等) 
１式 移動可 

電気オーブン １台 固定 

ホイロ １台 固定 

６ プロジェクト実験室 真空乾燥装置 １台 固定 

真空包装装置 １台 固定 

冷蔵庫 １台 固定 

シンク １台 固定 

 


